
呉市水道局電算処理業務管理に関する規程 

平成２０年８月２８日呉市水道局規程第９号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，電算処理システム（電子計算機を用いて特定の業務を処理す

る仕組みをいう。以下同じ。）に関する業務（電算処理システムの開発，これに

伴う物品の購入その他の費用の支出を伴う業務に限る。以下「電算処理業務」と

いう。）の適正な管理及び運営を図ることを目的とする。 

（最高情報統括責任者） 

第２条 前条に規定する目的を達成するため，最高情報統括責任者（以下「ＣＩＯ」

という。）を置き，管理部長をもってこれに充てる。 

２ ＣＩＯは，電算処理業務を総合的に掌理する。 

（情報統括責任者） 

第３条 ＣＩＯを補佐するため，情報統括責任者を置き，総務企画課総務係長をも

ってこれに充てる。 

（業務責任者） 

第４条 個別の電算処理業務の責任者として，業務責任者を置き，当該電算処理業

務を行おうとする課（課に準じる組織を含む。以下「課等」という。）の長をも

ってこれに充てる。ただし，庁内ＬＡＮにおいては，庁内ＬＡＮシステム管理者

設置規程（平成１６年呉市水道局規程第１０号）第１条に規定する庁内ＬＡＮシ

ステム管理者（以下同じ。）を業務責任者とする。 

２ 業務責任者は，当該所属する課等における次に掲げる職務を所掌する。 

(1) 電算処理業務に係る契約及び変更並びにこれらの仕様を示す書面の作成に関

すること。 

(2) 電算処理システムの開発，変更及び管理に関すること。 

(3) 電算処理システムに係る入・出力帳票の収受及び管理に関すること。 

(4) 情報統括責任者及び契約の相手方との連絡・調整に関すること。 

(5) その他電算処理業務のため必要な職務 

（電算処理業務計画書の提出） 

第５条 業務責任者は，予算要求前に，電算処理業務計画書を情報統括責任者に提

出し，必要に応じ，その当該電算処理業務の適正性，合理性等に関する審査（以

下「審査」という。）を受けなければならない。 

２ 業務責任者は，前項の規定による電算処理業務計画書の提出後，法令の改正そ

の他の事情により当該業務計画を変更する場合は，速やかに情報統括責任者にそ

の旨を書面により報告し，必要に応じ，その審査を受けなければならない。 

３ 情報統括責任者は，前２項の審査に基づき，特に重要と認められる電算処理業

務についてＣＩＯに報告し，その指示を受けるものとする。 

４ 業務責任者は，第１項又は第２項の審査を受けた電算処理業務の執行が完了し

た場合は，速やかに情報統括責任者にその旨を書面により報告しなければならな

い。 



（情報セキュリティポリシー） 

第６条 ＣＩＯは，電算処理システムに係る情報の漏えいを防ぐための取扱指針と

して，情報セキュリティポリシーを別に定める。 

２ 職員は，電算処理システムの取扱いに当たっては，前項の情報セキュリティポ

リシーを遵守しなければならない。 

（合議） 

第７条 電算処理業務の執行に当たり，管理者決裁を要するものは，情報統括責任

者及び庁内ＬＡＮシステム管理者に合議しなければならない。 

（帳票の様式） 

第８条 この規程の施行に関して必要な帳票の様式は，情報統括責任者が別に定め

る。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか，電算処理業務の管理及び運営に関して必要

な事項は，ＣＩＯが別に定める。 

付 則 

この規程は，公布の日から施行する。 

付 則 

この規程は，平成 21 年４月１日から施行する。 

 


